
 

ＡＹ９０３ 
 

第一級総合無線通信士「法規」試験問題 
２５問 ２時間３０分 

 

Ａ‐１ 次に掲げる者のうち、総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者を電波法（第５条）の規定に照らし１から５までのうちから一

つ選べ。 
 
１ 電気通信事業法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から２年

を経過しない者 
２ 電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から２

年を経過しない者 
３ ３箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じられその停止の解除の日から２年を経過しない者 
４ 予備免許において指定された工事落成の期限経過後２週間以内に工事が落成した旨の届出がなかったことにより免許を拒否され、その

拒否の日から2年を経過しない者 
５ 無線従事者の免許を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者 

 

 

Ａ‐２ 次の記述は、無線局の免許の承継について、電波法（第２０条）の規定に沿って述べたものである。    内に入れるべき字句の正し

い組合せを下の１から５までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の     内には、同じ字句が入るものとする。 
 
① 免許人について相続があったときは、その相続人は、 Ａ  。 
② 免許人（④及び⑤に規定する無線局の免許人を除く。以下②及び③において同じ。）たる法人が合併又は分割（無線局をその用に供す

る事業の全部を承継させるものに限る。）をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業

の全部を承継した法人は、 Ｂ  。 
③ 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、 Ｂ  。 
④ 船舶局のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の

理由により  Ｃ  に変更があったときは、変更後  Ｃ  は、 Ａ  。 
⑤ ④の規定は、航空機局若しくは航空機地球局（電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。）のある航空機又は無線設備がレーダ

ーのみの無線局のある航空機に準用する。 
 

Ａ Ｂ Ｃ 
１ 総務大臣の許可を受けて免許人 総務大臣の許可を受けて免許人 船舶を所有する者 
の地位を承継することができる の地位を承継することができる 
２ 総務大臣の許可を受けて免許人 免許人の地位を承継する 船舶を運行する者 
の地位を承継することができる 
３ 免許人の地位を承継する 総務大臣の許可を受けて免許人 船舶を運行する者 

の地位を承継することができる 
４ 免許人の地位を承継する 免許人の地位を承継する 船舶を運行する者 
５ 免許人の地位を承継する 総務大臣の許可を受けて免許人 船舶を所有する者 

の地位を承継することができる 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＡＹ９０３‐１） 

 



 
Ａ‐３ 次の記述は、義務船舶局等の無線設備の条件について、電波法（第３４条及び第３５条）の規定に沿って述べたものである。    内

に入れるべき字句の正しい組合せを下の１から５までのうちから一つ選べ。 
 
① 義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局（以下「義務船舶局等」という。）の無線設備は、次に

掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない｡ 
(1) 当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること｡ 

(2) 当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能な範囲で  Ａ  にあるこ

と｡ 

(3) 当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること｡ 
② 義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち  Ｂ  の措置をとらなければならない｡
ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない｡ 
(1) 予備設備を備えること｡ 
(2) その船舶の  Ｃ  に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること｡ 
(3) その船舶の  Ｄ  に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること｡ 

 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
１ 低い位置 一又は二 航行中 入港中 
２ 低い位置 二 航行中 入港中 
３ 高い位置 二又は三 入港中 航行中 
４ 高い位置 一又は二 入港中 航行中 
５ 高い位置 二 航行中 入港中 

 

 

Ａ‐４ 次の記述は、船舶局無線従事者証明を要しない場合について、電波法施行規則（第３３条の２）の規定に沿って述べたものである。 

    内に入れるべき字句の正しい組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 

 

電波法第３９条（無線設備の操作）第１項ただし書の規定により、船舶局無線従事者証明を要しない場合は、次のとおりとする。  

(1) 外国各地間のみを航行する船舶その他外国にある船舶に開設する無線局において、船舶局無線従事者証明を受けた者を得ることができ

ない場合であって、その船舶が日本国内の目的地に到着するまでの間、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約第６

条（証明書）の規定により  Ａ  を有する者が当該船舶に開設する無線局の無線設備の操作を行うとき。  

(2) 船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号）第２条（定義）第２項の規定による船舶職員（通信長及び通信士の職務

を行うものに限る。）以外の者で船舶局無線従事者証明を受けていない無線従事者が、義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設す

る総務省令で定める船舶地球局（以下「義務船舶局等」という。）の無線従事者で船舶局無線従事者証明を受けたものの  Ｂ  当該

義務船舶局等の無線設備の操作を行うとき。 

 

Ａ Ｂ 

１ 外国の政府の発給した証明書 管理の下に 

２ 外国の政府の発給した証明書 訓練を受けて 

３ 無線通信規則に定める証明書 管理の下に 

４ 無線通信規則に定める証明書 訓練を受けて 

 

 

Ａ‐５ 次に掲げる無線従事者の資格のうち遭難通信責任者としての要件を満たさないものはどれか。電波法施行規則（第３５条の２）の規定に

照らし１から５までのうちから一つ選べ。 

 

１ 第一級総合無線通信士 

２ 第二級総合無線通信士 

３ 第一級海上無線通信士 

４ 第二級海上無線通信士 

５ 第三級海上無線通信士 

  

 

 

 

 

 

 

 

（ＡＹ９０３‐２） 

 



 

Ａ‐６ 次の記述は、目的外使用の禁止等について、電波法（第５２条から第５５条まで）の規定に沿って述べたものである。    内に入れ

るべき字句の正しい組合せを下の１から５までのうちから一つ選べ。 

 

① 無線局は、免許状に記載された目的又は  Ａ （放送をする無線局（電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。）については

放送事項）の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 

(1) 遭難通信  (2) 緊急通信  (3) 安全通信  (4) 非常通信  (5) 放送の受信  (6) その他総務省令で定める通信 

② 無線局を運用する場合においては、 Ｂ  、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状又は登録状に記載されたところによらなけ

ればならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。 

③ 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限

りでない。 

(1) 免許状又は登録状に記載されたものの範囲内であること。 

(2) 通信を行うため必要最小のものであること。 

④ 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、①の  Ｃ  に掲げる通信を行う場合及び

総務省令で定める場合は、この限りでない。 

 

Ａ Ｂ Ｃ 

１ 通信事項 無線設備の設置場所 (1) 

２ 通信事項 無線設備 (1)から(6)まで 

３ 通信の相手方若しくは通信事項 無線設備の設置場所 (1)から(4)まで 

４ 通信の相手方若しくは通信事項 無線設備 (1)から(4)まで 

５ 通信の相手方若しくは通信事項 無線設備の設置場所 (1)から(6)まで 

  

 

Ａ‐７ 次の記述は、聴守義務について、電波法（第６５条）の規定に沿って述べたものである。    内に入れるべき字句の正しい組合せを
下の１から５までのうちから一つ選べ。 

 
次の表の左欄に掲げる無線局で総務省令で定めるものは、同表の１の項及び２の項に掲げる無線局にあっては  Ａ  、同表の３の項に

掲げる無線局にあっては  Ｂ  、同表の４の項に掲げる無線局にあってはその運用義務時間中、その無線局に係る同表の右欄に掲げる周

波数で聴守をしなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 

無線局 周波数 

１  Ｃ  を施設している船舶局及び海岸局 総務省令で定める周波数 

２ 船舶地球局及び海岸地球局 総務省令で定める周波数 

３ 船舶局  Ｄ  、１５６．８ＭＨｚ及び総務省令で定める周波数 

４ 海岸局 総務省令で定める周波数 
 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
１ その運用義務時間中 総務省令で定める時間中 狭帯域直接印刷電信装置 １５６．６５ＭＨｚ 
２ その運用義務時間中 船舶の責任者が定める時間中 デジタル選択呼出装置 ２，１８２ｋＨｚ 
３ 常時 総務省令で定める時間中 デジタル選択呼出装置 １５６．６５ＭＨｚ 
４ 常時 船舶の責任者が定める時間中 デジタル選択呼出装置 １５６．５２５ＭＨｚ 
５ 常時 総務省令で定める時間中 狭帯域直接印刷電信装置 ２，１８２ｋＨｚ 
  

 

Ａ‐８ 次の記述は、義務航空機局の無線設備の機能試験について、無線局運用規則（第９条の２及び第９条の３）の規定に沿って述べたもので

ある。    内に入れるべき字句の正しい組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 
 
① 義務航空機局においては、 Ａ  その無線設備が完全に動作できる状態にあるかどうかを確かめなければならない｡ 

② 義務航空機局においては、 Ｂ  使用するたびごとに１回以上、その送信装置の  Ｃ  並びに受信装置の感度及び選択度について

無線設備規則に規定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない｡ 

 

Ａ Ｂ Ｃ 

１ １日１回以上、 １，０００時間 電波の質 

２ １日１回以上、 ２，０００時間 出力及び変調度 

３ その航空機の飛行前に １，０００時間 出力及び変調度 

４ その航空機の飛行前に ２，０００時間 電波の質 

 

（ＡＹ９０３‐３） 



 

Ａ‐９ 次の記述は、船舶自動識別装置の常時作動について、無線局運用規則（第４０条の２）の規定に沿って述べたものである。 
    内に入れるべき字句の正しい組合せを下の１から4までのうちから一つ選べ。 

 
船舶局（電波法施行規則第２８条（義務船舶局の無線設備の機器）第１項の規定に基づき船舶自動識別装置を備えなければならない義

務船舶局に限る。）は、当該  Ａ  常時、船舶自動識別装置を作動させなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでな

い。  

(1) 航行情報の保護を規定する  Ｂ  がある場合  

(2)  Ｃ  が当該船舶の安全の確保に関し、航行情報を秘匿する必要があると特に認める場合  

 
Ａ Ｂ Ｃ 
１ 船舶局の運用許容時間中 国内法令 船舶の責任者 
２ 船舶局の運用許容時間中 国際的な取決め、規則又は基準 船舶の運行者 
３ 船舶局のある船舶の航行中 国内法令 船舶の運行者 
４ 船舶局のある船舶の航行中 国際的な取決め、規則又は基準 船舶の責任者 
  

 

Ａ‐10 次の記述は、航空移動業務及び航空移動衛星業務における通信の優先順位について、無線局運用規則（第１５０条）の規定に沿って述べ

たものである。     内に入れるべき字句の正しい組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 
 

① 航空移動業務及び航空移動衛星業務における通信の優先順位は、次の順序によるものとする。  

(1) 遭難通信  

(2) 緊急通信  

(3) 無線方向探知に関する通信  

(4)  Ａ  に関する通信  

(5) 気象通報に関する通信（(4)に掲げるものを除く。）  

(6)  Ｂ  に関する通信  

(7) (1)から(6)までに掲げる通信以外の通信  

② ノータム（航空施設、航空業務、航空方式又は航空機の航行上の障害に関する事項で、 Ｃ  に迅速に通知すべきものを内容とする

通報をいう。）に関する通信は、緊急の度に応じ、 Ｄ  に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。 

 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

１ 航空機の安全運航 航空機の正常運航 航空事業者 遭難通信 
２ 航空機の安全運航 航空機の正常運航 航空機の運行関係者 緊急通信 
３ 航空機の正常運航 航空機の安全運航 航空機の運行関係者 遭難通信 
４ 航空機の正常運航 航空機の安全運航 航空事業者 緊急通信 
  

 

Ａ‐11 次の記述は、遭難通信及び緊急通信について、電波法（第６６条及び第６７条）の規定に沿って述べたものである。    内に入れる
べき字句の正しい組合せを下の１から５までのうちから一つ選べ。 

 
① 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局（以下「海岸局等」という。）は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先

して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため  Ａ  に対して通報する等総務省令で定めるところに
より救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。 
② 無線局は、遭難信号又は第５２条（目的外使用の禁止等）第１号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、 
 Ｂ  の発射を直ちに中止しなければならない。 
③ 海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもって、緊急通信を取り扱わなければならない。 
④ 海岸局等は、緊急信号又は第５２条（目的外使用の禁止等）第２号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、 
遭難通信を行う場合を除き、その通信が  Ｃ （総務省令で定める場合には、少なくとも３分間）継続してその緊急通信を受信しなけ
ればならない。 

 
Ａ Ｂ Ｃ 
１ 通信可能な範囲内にあるすべての無線局 遭難通信を妨害するおそれのある電波 終了するまでの間 
２ 通信可能な範囲内にあるすべての無線局 遭難通信用の周波数の電波 自局に関係のないことを確認するまでの間 
３ 最も便宜な位置にある無線局 遭難通信を妨害するおそれのある電波 終了するまでの間 
４ 最も便宜な位置にある無線局 遭難通信用の周波数の電波 終了するまでの間 
５ 最も便宜な位置にある無線局 遭難通信を妨害するおそれのある電波 自局に関係のないことを確認するまでの間 
  

 

（ＡＹ９０３‐４） 

 



 

Ａ‐12 次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について、無線局運用規則（第５８条）の規定に沿って述べたものである。    内
に入れるべき字句の正しい組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の     内には、同じ字句が入るものとする。 

  
① ２，１８７．５kHz、４，２０７．５kHz、６，３１２kHz、８，４１４．５kHz、１２，５７７kHz及び１６，８０４．５kHzの周
波数の電波の使用は、 Ａ  を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。 
② ２，１７４．５kHz、４，１７７．５kHz、６，２６８kHz、８，３７６．５kHz、１２，５２０kHz及び１６，６９５kHzの周波数
の電波の使用は、 Ｂ  を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。  
③ ２７，５２４kHz及び１５６．８MHzの周波数の電波の使用は、次に掲げる場合に限る。 
(1) 遭難通信、緊急通信（医事通報に係るものにあっては、 Ｃ  の周波数の電波については、緊急呼出しに限る。）又は安全呼出し 
（  Ｄ  の周波数の電波については、安全通信）を行う場合 
(2) 呼出し又は応答を行う場合 

(3) 準備信号（応答又は通報の送信の準備に必要な略符号であって、呼出事項又は応答事項に引き続いて送信されるものをいう。）を送信

する場合 

(4)  Ｄ  の周波数の電波については、海上保安業務に関し急を要する通信その他船舶の航行の安全に関し急を要する通信（(1)に掲げ

る通信を除く。）を行う場合 

 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
１ デジタル選択呼出装置 狭帯域直接印刷電信装置 １５６．８MHz  ２７，５２４kHz 
２ デジタル選択呼出装置 狭帯域直接印刷電信装置 ２７，５２４kHz １５６．８MHz  
３ 狭帯域直接印刷電信装置 デジタル選択呼出装置 １５６．８MHz ２７，５２４kHz 
４ 狭帯域直接印刷電信装置 デジタル選択呼出装置 ２７，５２４kHz １５６．８MHz  

 

 

Ａ‐13 次の記述は、遭難呼出し及び遭難通報について、無線局運用規則（第７５条の２から第７７条まで）の規定に沿って述べたものである。 

    内に入れるべき字句の正しい組合せを下の１から５までのうちから一つ選べ。 
 

① 無線電話により遭難通報を送信しようとする場合には、次の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただ

し、特にその必要がないと認める場合又はそのいとまのない場合には、 Ａ  を省略することができる。 

(1) 警急信号  

(2) 遭難呼出し  

(3) 遭難通報 

② 遭難呼出しは、無線電話により、次の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。 

(1) メーデー（又は｢遭難｣） ３回 

(2) こちらは １回 

(3) 遭難している船舶の船舶局の呼出符号又は呼出名称  Ｂ  

③ 遭難呼出しは、特定の無線局に  Ｃ  。 

④ 遭難呼出しを行った無線局は、 Ｄ  、遭難通報を送信しなければならない。 

⑤ 遭難通報は、無線電話により次の事項を順次送信して行うものとする。 

(1) ｢メーデー｣又は｢遭難｣ 

(2) 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別 

(3) 遭難した船舶又は航空機の位置、遭難の種類及び状況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項 

⑥ ⑤の(3)の位置は、原則として経度及び緯度をもって表すものとする。ただし、著名な地理上の地点からの真方位及び  Ｅ  で示す

距離によって表すことができる。 

 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

１ (2)の事項 １回 あててはならない できる限り速やかにその遭難呼出しに続いて キロメートル 

２ (2)の事項 ３回 あてなければならない 必要な間隔をおき、反復して 海里 

３ (2)の事項 １回 あてなければならない できる限り速やかにその遭難呼出しに続いて 海里 

４ (1)の事項 ３回 あててはならない できる限り速やかにその遭難呼出しに続いて 海里 

５ (1)の事項 １回 あてなければならない 必要な間隔をおき、反復して キロメートル 

 
 

 

 

 

 

 

 

（ＡＹ９０３‐５） 

 



 

Ａ‐14 次の記述は、通信停止の要求について、無線局運用規則（第８５条）の規定に沿って述べたものである。    内に入れるべき字句の
正しい組合せを下の１から５までのうちから一つ選べ。 

 

① 遭難船舶局及び遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信を妨害し又は妨害するおそれのあるすべての通信の停止を要求することができ

る。この要求は、次の区別に従い、それぞれに掲げる方法により行うものとする。  

(1) 狭帯域直接印刷電信装置による場合 

第５８条の８（呼出し）第１号に掲げる事項（「呼出しの信号」のことをいう。）及び第２号に掲げる事項（「呼出しの信号及び

相手局の識別信号」のことをいう。）（通信可能な範囲内にあるすべての無線局にあてる場合は、「相手局の識別信号」とあるのは、

「ＣＱ」とする。）の次に「  Ａ  」を送信して行う方法  

(2) 無線電話による場合 

呼出事項又は第５９条（各局あて同報）第１項第１号から第３号までに掲げる事項（以下「各局あて呼出事項」という。）の次に

「  Ｂ  」（又は「通信停止遭難」）を送信して行う方法  

② 遭難している船舶又は航空機の付近にある海岸局又は船舶局は、必要と認めるときは、他の無線局に対し通信の停止を要求することが

できる。この要求は、無線電話により、呼出事項又は各局あて呼出事項の次に「シーロンス ディストレス」又は「  Ｃ  」の語及び

自局の呼出符号又は呼出名称を送信して行うものとする。  

 
Ａ Ｂ Ｃ 

１ ＳＩＬＥＮＣＥ ＭＡＹＤＡＹ シーロンス ディストレス シーロンス フィニィ 

２ ＳＩＬＥＮＣＥ ＭＡＹＤＡＹ シーロンス メーデー 通信停止遭難 

３ ＳＥＥＬＯＮＣＥ ＤＩＳＴＲＥＳＳ シーロンス ディストレス 通信停止遭難 

４ ＳＥＥＬＯＮＣＥ ＤＩＳＴＲＥＳＳ シーロンス メーデー シーロンス フィニィ 

５ ＱＲＴ シーロンス メーデー 通信停止遭難 

 

 

Ａ‐15 次の記述は、時計及び業務書類等の省略について、電波法施行規則（第３８条の３）の規定に沿って述べたものである。    内に入
れるべき字句の正しい組合せを下の１から５までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の     内には、同じ字句が入るものとする。 

  

① 電波法第６０条（時計、業務書類等の備付け）の規定により無線局に備え付けなければならない  Ａ  又は第３８条（備付けを要す

る業務書類）に規定する書類であって、当該無線局に備え付けておくことが困難であるか又は不合理であるものについては、総務大臣が

別に指定する場所（登録局にあっては、登録人の住所）に備え付けておくことができる。  

② ①の場合において、総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるもの（登録局にあっては、 Ｂ  ）については、同一の

免許人又は登録人に属する一の無線局に備え付けたものを共用することができる。  

③ ②の規定は、２以上の無線局が無線設備を共用している場合の当該無線局に備え付けなければならない時計、  Ａ  又は第３８条に

規定する書類（「時計等」という。以下同じ。）について準用する。  

④ 同一の船舶又は航空機を設置場所とする２以上の無線局において当該無線局に備え付けなければならない  Ｃ  は、いずれかの無線

局に備え付けたものを共用することができる。  

⑤ ①から④までの無線局その他必要な事項は、総務大臣が別に告示する。  

 

Ａ Ｂ Ｃ 

１ 無線検査簿、無線業務日誌 法及びこれに基づく命令の集録 時計等であって総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要 

がないと認めるものについて 

２ 無線検査簿、無線業務日誌 無線検査簿 時計等 

３ 無線局管理規程、業務規程 法及びこれに基づく命令の集録 時計等 

４ 無線局管理規程、業務規程 無線検査簿 時計等であって総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要 

がないと認めるものについて 

５ 時計、無線業務日誌 法及びこれに基づく命令の集録 時計等 

  

 

Ａ‐16 次に掲げるものうち、総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合はどれか、電波法（第７２条）の規

定に照らし１から５までのうちから一つ選べ。 
 
１ 免許状に記載された空中線電力の範囲を超えて無線局を運用していると認めるとき。 
２ 無線局の発射する電波が他の無線局に混信を与えていると認めるとき。 
３ 運用の停止を命じられた無線局を運用していると認めるとき。 
４ 免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて無線局を運用していると認めるとき。 
５ 無線局の発射する電波の質が電波法第２８条（電波の質）の総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。 
  

 

（ＡＹ９０３‐６） 

 



Ａ‐17 次に掲げるもののうち、免許人又は登録人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき

に、総務大臣から受けることがある処分に該当しないものはどれか。電波法（第７６条）の規定に照らし１から５までのうちから一つ選べ。 
 
１ 期間を定めて行われる無線局の通信の相手方又は通信事項の制限 
２ 期間を定めて行われる無線局の周波数の制限 
３ 期間を定めて行われる無線局の運用許容時間の制限 
４ ３箇月以内の期間を定めて行われる無線局の運用の停止の命令 
５ ３箇月以内の期間を定めて行われる登録局の登録の全部又は一部の効力の停止 
  

 

Ａ‐18  次の記述は、電気通信の秘密について、国際電気通信連合憲章（第３７条）の規定に沿って述べたものである。    内に入れるべき
字句の正しい組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ｡  

 
① 構成国は、国際通信の秘密を確保するため、使用される電気通信の  Ａ  措置をとることを約束する｡ 

② もっとも、構成国は、 Ｂ  を確保するため、国際通信に関し､権限のある当局に通報する権利を留保する｡ 
 

Ａ Ｂ 
１ システムを改善する 国内法令の適用又は自国が締約国である国際条約の実施 
２ システムを改善する 自国が締約国である国際条約の実施 
３ システムに適合するすべての可能な 国内法令の適用又は自国が締約国である国際条約の実施 
４ システムに適合するすべての可能な 自国が締約国である国際条約の実施 
  

 

Ａ‐19 次の記述は、遭難警報について、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則（第３２条）の規定に沿って述べたものである。    内
に入れるべき字句の正しい組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 

 
遭難警報の送信は、移動体又は人が  Ａ  にさらされており、 Ｂ  を求めていることを示す。遭難警報は、地上無線通信のための
周波数帯において遭難呼出フォーマットを使用する  Ｃ  又は宇宙局を通じて中継される遭難通報フォーマットで行われる。 

 
Ａ Ｂ Ｃ 
１ 重大な危険 救助 デジタル選択呼出し 
２ 重大な危険 即時の救助 直接印刷電信 
３ 重大かつ急迫な危険 救助 直接印刷電信 
４ 重大かつ急迫な危険 即時の救助 デジタル選択呼出し 
 

 

Ａ‐20 次の記述は、局の検査について、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則（第４９条）の規定に沿って述べたものである。    内
に入れるべき字句の正しい組合せを下の１から５までのうちから一つ選べ。 

 

① 船舶局又は船舶地球局が寄航する国の政府又は権限のある主管庁は、検査のため、許可書の提示を要求することができる。 Ａ  は、

この検査が容易となるようにしなければならない。許可書は、要求に際して提示することができるように保管していなければならない。

許可書又はこれを発給した当局が認証したその謄本は、できる限り、常に局内に掲示しておくものとする。 

② 検査職員は、権限のある当局が交付した  Ｂ  を所持しなければならず、船舶局若しくは船舶地球局を有する船舶又は他の移動体の

指揮者又は責任者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

③ 許可書が  Ｃ  は、政府又は主管庁は、無線設備がこの規則によって課される条件に適合していることを自ら確認するため、その設

備を検査することができる。 

④ なお、検査職員は、通信士の証明書の提示を請求する権限を有する。ただし、職務上の  Ｄ  の証明を要求することはできない。 

 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

１ 局の責任者 証票又は記章 提示されないとき又は明白な違反が認められるとき 知識 

２ 局の責任者 証票 提示されないとき 技能 

３ 局の通信士又は責任者 証票又は記章 提示されないとき 知識 

４ 局の通信士又は責任者 証票 提示されないとき 技能 

５ 局の通信士又は責任者 証票又は記章 提示されないとき又は明白な違反が認められるとき 知識 

 

 

 

 

 

（ＡＹ９０３‐７） 

 



 

Ｂ‐１ 次の記述は、無線局（特定無線局を除く。）の運用開始及び休止の届出について、電波法（第１６条及び第２７条の１１）及び電波法施

行規則（第１０条の２）の規定に沿って述べたものである。    内に入れるべき字句を下の１から１０までのうちからそれぞれ一つ選

べ。なお、同じ記号の     内には、同じ字句が入るものとする。 

 

① 免許人（包括免許人を除く。以下同じ。）は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければ

ならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。 

② ①の規定により届け出た無線局の運用を  ア  以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。

休止期間を変更するときも、同様とする。 

③ ①のただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる  イ  とする。 

(1) 放送局 

(2) 海岸局であって、 ウ  を取り扱うもの、 エ  又は２，１８７．５ｋＨｚ、 ４，２０７．５ｋＨｚ、 ６，３１２ｋＨｚ、 

８，４１４．５ｋＨｚ、 １２，５７７ｋＨｚ、 １６，８０４．５ｋＨｚ、 ２７，５２４ｋＨｚ、 １５６．５２５ＭＨｚ若しく

は１５６．８ＭＨｚの電波を送信に使用するもの 

(3) 航空局であって  ウ  を取り扱うもの又は航空交通管制の用に供するもの 

(4)  オ  

(5) 海岸地球局 

(6) 航空地球局（航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。） 

(7) 標準周波数局 

(8) 特別業務の局 

 

１ 無線局 ２ 電気通信業務      ３ １箇月          ４ 海上安全情報の送信を行うもの 

５ 無線標定陸上局 ６ ３箇月         ７ 無線航行業務       ８ 無線局以外の無線局 

９ 無線航行陸上局 １０ 船位通報に関する通信を取り扱うもの 

  

 

Ｂ‐２ 次の記述は、捜索救助用レーダートランスポンダの一般的条件について、無線設備規則（第４５条の３の３）の規定に沿って述べたもの

である。    内に入れるべき字句を下の１から１０までのうちからそれぞれ一つ選べ。 
 

捜索救助用レーダートランスポンダは、次の条件に適合するものでなければならない。 

(1)  ア  であること。 

(2) 水密であること。 

(3) 海面にある場合に容易に発見されるように、筐体
きょうたい

に  イ  の彩色が施され、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受け

ない措置が施されていること。 

(4) 筐体
きょうたい

の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。 

(5) 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。 

(6) 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。 

(7)  ウ  により、動作を開始し、及び停止することができること。 

(8) 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。 

(9) 電波が発射されていること及び  エ  状態を表示する機能を有すること。 

(10) 正常に動作することを容易に、かつ、定期的に試験できる機能を有するものであること。 

(11) 通常起こり得る  オ  の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。 

(12) 生存艇と一体でないものは、浮力のあるひもを備え付けること、海面に浮くこと及び船体から容易に取り外すことができること。 

(13) 海面において使用するものは、横転した場合に復元すること。 

 

１ 黄色又はだいだい色 ２ 赤色           ３ 小型かつ軽量 ４ 温度又は湿度 

５ 待受 ６ 正常に動作していない   ７ 堅牢       ８ 手動 

９ 遠隔操作 １０ 気圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＡＹ９０３‐８） 
 



 

Ｂ‐３ 次の記述は、船舶局等の運用について、電波法（第６２条）の規定に沿って述べたものである。    内に入れるべき字句を下の１か
ら１０までのうちからそれぞれ一つ選べ。 

 

① 船舶局の運用は、その船舶の  ア  に限る。ただし、 イ  のみを運用するとき、第５２条（目的外使用の禁止等）各号に掲げる
通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。 

②  ウ  から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求

めることができる。 

③ 船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、 エ  又は使用  オ  について、海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わ

なければならない。 

 

１ 航行中 ２ 無線電話設備 ３ 海岸局は、船舶局 

４ 電波の型式、周波数若しくは空中線電力 ５ 通信の順序若しくは時刻 ６ 電波の型式若しくは周波数 
７ 通信の順位 ８ 航行中及び航行の準備中 ９ 受信装置 
１０ 船舶局は、他の船舶局 
 
  

Ｂ‐４ 次の記述は、海上における人命の安全のための国際条約（附属書第Ⅳ章 無線通信）が適用になる船舶の機能要件について、同条約（附

属書第Ⅳ章の第４規則）の規定に沿って述べたものである。    内に入れるべき字句を下の１から１０までのうちからそれぞれ一つ選

べ。なお、同じ記号の     内には、同じ字句が入るものとする。 

 

船舶は、海上にある間、次の能力を有する。 

(1) 第Ⅳ章（無線通信）の第８規則（無線設備（Ａ１海域））１（１）及び第１０規則（無線設備（Ａ１海域、Ａ２海域及びＡ３海域）） 

１（４）（４．３）に定める場合を除くほか、異なる無線通信業務を使用する少なくとも二の  ア  設備により、 

 イ  遭難警報を送信すること。 

(2)  ウ  遭難警報を受信すること。 

(3)  エ  の遭難警報を送信し及び受信すること。 

(4)  オ  調整に関する通信を送信し及び受信すること。 

(5) 現場の通信を送信し及び受信すること。 

(6) 位置の探知のための信号を送信し並びに第Ⅴ章（航行の安全）第１２規則（船舶に備える航行設備）（ｇ）及び（ｈ）の規定に従って

その信号を受信すること。 

(7) 海上安全情報を送信し及び受信すること。 

(8) 第Ⅳ章の第１５規則（保守要件）８の規定に従うことを条件として、陸上の無線体制又は無線通信網への一般無線通信を送信し及び当

該無線体制又は無線通信網から一般無線通信を受信すること。 

(9)  エ  通信を送信し及び受信すること。 

 

１ 船舶間 ２ 無線設備の機器の ３ 分離しかつ独立した 

４ 捜索及び救助のための ５ 陸上から船舶への ６ 互換性を有する 

７ 船舶から陸上への ８ デジタル選択呼出装置による ９ 狭帯域直接印刷電信による 

１０ 海上移動衛星業務の無線局相互間 

  

 

Ｂ‐５ 次に掲げるもののうち、電波法施行規則（第３８条）の規定に照らし国際通信を行う義務船舶局に備え付けておかなければならない書類

に該当するものを１、該当しないものを２として解答せよ。 
 
ア 電波法及び電波法に基づく命令の集録 
イ 無線従事者選解任届の写し 
ウ 海上における人命の安全のための国際条約 
エ 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧 
オ 国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び無線通信規則 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＡＹ９０３‐９） 


